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別 紙

○「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律の施行について」
（平成２１年５月２９日付２１消安第２２３６号・環自総発第090529009号農林水産省消費・安全局長・環境省自然環境局長通知）
新旧対照表

（下線の部分は改正箇所）

改正後 改正前

愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律の施行について 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律の施行について

「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律」（平成２ 「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律」（平成２
０年法律第８３号。以下「法」という。）が制定され、「愛がん ０年法律第８３号。以下「法」という。）が制定され、「愛がん
動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行令」（平成２０年 動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行令」（平成２０年
政令第３６６号。以下「令」という。）、「愛がん動物用飼料の 政令第３６６号。以下「令」という。）、「愛がん動物用飼料の
安全性の確保に関する法律施行規則」（平成２１年農林水産省 安全性の確保に関する法律施行規則」（平成２１年農林水産省
令・環境省令第２号。以下「規則」という。）、「愛玩動物用飼 令・環境省令第２号。以下「規則」という。）、「愛がん動物用
料の成分規格等に関する省令」（平成２１年農林水産省令・環 飼料の成分規格等に関する省令」（平成２１年農林水産省令・
境省令第１号。以下「成分規格等省令」という。）、「愛がん動 環境省令第１号。以下「成分規格等省令」という。）、「愛がん
物用飼料の安全性の確保に関する法律第１３条の規定による立 動物用飼料の安全性の確保に関する法律第１３条の規定による
入検査等及び報告に関する省令」（平成２１年農林水産省令第 立入検査等及び報告に関する省令」（平成２１年農林水産省令
３１号。以下「センター省令」という。）、「愛がん動物用飼料 第３１号。以下「センター省令」という。）、「愛がん動物用飼
の安全性の確保に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の 料の安全性の確保に関する法律に係る民間事業者等が行う書面
保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則」 の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則」
（平成２１年農林水産省令・環境省令第３号。以下「情報通信 （平成２１年農林水産省令・環境省令第３号。以下「情報通信
技術省令」という。）、「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関 技術省令」という。）、「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関
する法律第１６条第１項の規定により地方農政局長に委任する する法律第１６条第１項の規定により地方農政局長に委任する
権限を定める省令」（平成２１年農林水産省令第３２号。以下 権限を定める省令」（平成２１年農林水産省令第３２号。以下
「農政局長委任省令」という。）及び「愛がん動物用飼料の安 「農政局長委任省令」という。）及び「愛がん動物用飼料の安
全性の確保に関する法律第１６条第２項の規定により地方環境 全性の確保に関する法律第１６条第２項の規定により地方環境
事務所長に委任する権限を定める省令」（平成２１年環境省令 事務所長に委任する権限を定める省令」（平成２１年環境省令
第５号。以下「環境事務所長委任省令」という。）とともに、 第５号。以下「環境事務所長委任省令」という。）とともに、
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平成２１年６月１日から施行されるところである。 平成２１年６月１日から施行されるところである。
これらの法令に基づく新たな制度の趣旨にかんがみ、法施行 これらの法令に基づく新たな制度の趣旨にかんがみ、法施行

事務について下記のとおり取り扱うこととしたので、御了知の 事務について下記のとおり取り扱うこととしたので、御了知の
上、事務の参考とされたい。 上、事務の参考とされたい。

記 記

第１ 法制定の趣旨 第１ 法制定の趣旨
１ 愛玩動物の数が年々増加する中で、諸外国においては、飼 １ 愛がん動物の数が年々増加する中で、諸外国においては、

料の使用が原因となって、愛玩動物の健康被害が生じたとす 飼料の使用が原因となって、愛がん動物の健康被害が生じた
る報告例が増加し、海外においては、愛玩動物用飼料メーカ とする報告例が増加し、海外においては、愛がん動物用飼料
ーによる大規模な製品回収がなされる事例も発生している。 メーカーによる大規模な製品回収がなされる事例も発生して

いる。

２ 我が国においても、愛玩動物用飼料の安全性の確保は、そ ２ 我が国においても、愛がん動物用飼料の安全性の確保は、
の市場の拡大に伴い、大きな課題となっていたが、これまで その市場の拡大に伴い、大きな課題となっていたが、これま
は規制手段がなかったため、原因解明、問題の解決について では規制手段がなかったため、原因解明、問題の解決につい
愛玩動物用飼料業界の自主的取組に委ねるしかなく、緊急に て愛がん動物用飼料業界の自主的取組に委ねるしかなく、緊
実効性のある対策が打てない状況にあった。したがって、諸 急に実効性のある対策が打てない状況にあった。したがって、
外国で起きた飼料が原因となる愛玩動物の被害は、そのまま 諸外国で起きた飼料が原因となる愛がん動物の被害は、その
日本にも起こりうる状況となっていた。 まま日本にも起こりうる状況となっていた。

３ このため、農林水産省と環境省は共同して、ペットフード ３ このため、農林水産省と環境省は共同して、ペットフード
の安全確保に関する研究会を立ち上げ、この中で、愛玩動物 の安全確保に関する研究会を立ち上げ、この中で、愛がん動
用飼料の安全確保の現状、安全確保のための制度的対応の必 物用飼料の安全確保の現状、安全確保のための制度的対応の
要性等について議論が行われた。その結果、製造、輸入及び 必要性等について議論が行われた。その結果、製造、輸入及
販売の各段階において、必要な法規制を導入すべきであると び販売の各段階において、必要な法規制を導入すべきである
の提言がなされ、また、愛玩動物用飼料の安全に対する国民 との提言がなされ、また、愛がん動物用飼料の安全に対する
意識調査においても、愛玩動物用飼料に対する規制を支持す 国民意識調査においても、愛がん動物用飼料に対する規制を
る結果となったことから、愛玩動物用飼料の安全性を確保す 支持する結果となったことから、愛がん動物用飼料の安全性
るための新法として、本法を制定することとなった。 を確保するための新法として、本法を制定することとなった。

第２ 目的及び定義等 第２ 目的及び定義等
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１ 目的 １ 目的
この法律は、諸外国において飼料が原因となった愛玩動物 この法律は、諸外国において飼料が原因となった愛がん動

の被害が生じていることを踏まえ、愛玩動物用飼料の成分規 物の被害が生じていることを踏まえ、愛がん動物用飼料の成
格並びに製造の方法及び表示の基準の設定等を行うことによ 分規格並びに製造の方法及び表示の基準の設定等を行うこと
り、愛玩動物用飼料の製造、輸入及び販売を規制することと により、愛がん動物用飼料の製造、輸入及び販売を規制する
している。このような規制措置により、愛玩動物用飼料の安 こととしている。このような規制措置により、愛がん動物用
全性の確保を図り、もって愛玩動物の健康を保護し、動物の 飼料の安全性の確保を図り、もって愛がん動物の健康を保護
愛護に寄与することを目的とする（法第１条）。 し、動物の愛護に寄与することを目的とする（法第１条）。

２ 愛玩動物 ２ 愛がん動物
愛玩動物とは、愛玩することを目的として飼養される動物 愛がん動物とは、愛がんすることを目的として飼養される

であって政令で定めるものと定義されている（法第２条第１ 動物であって政令で定めるものと定義されている（法第２条
項）。愛玩動物用飼料の安全性の確保の見地からの規制措置 第１項）。愛がん動物用飼料の安全性の確保の見地からの規
の必要性との関係から、愛玩動物用飼料の出荷量に占める種 制措置の必要性との関係から、愛がん動物用飼料の出荷量に
類別の割合などを踏まえて、犬及び猫が定められている（令 占める種類別の割合などを踏まえて、犬及び猫が定められて
第１条）。 いる（令第１条）。

３ 愛玩動物用飼料 ３ 愛がん動物用飼料
愛玩動物用飼料とは、愛玩動物の栄養に供することを目的 愛がん動物用飼料とは、愛がん動物の栄養に供することを

として使用される物と定義されている（法第２条第２項）。 目的として使用される物と定義されている（法第２条第２項）。
このような目的として使用される愛玩動物用のミネラルウォ このような目的として使用される愛がん動物用のミネラルウ
ーター、生肉、スナック、ガム、サプリメント等も、愛玩動 ォーター、生肉、スナック、ガム、サプリメント等も、愛が
物用飼料に含まれる。ただし、薬事法（昭和３５年法律第１ ん動物用飼料に含まれる。ただし、薬事法（昭和３５年法律
４５号）第２条第１項第２号又は第３号に規定する医薬品又 第１４５号）第２条第１項第２号又は第３号に規定する医薬
は同条第２項に規定する医薬部外品であって、専ら動物のた 品又は同条第２項に規定する医薬部外品であって、専ら動物
めに使用されることが目的とされているものに該当するもの のために使用されることが目的とされているものに該当する
（動物用医薬品等）については、本法の対象にならない。一 もの（動物用医薬品等）については、本法の対象にならない。
方、愛玩動物が口にする可能性のあるものであっても、おも 一方、愛がん動物が口にする可能性のあるものであっても、
ちゃ、愛玩動物用飼料の容器等は、栄養に供するものではな おもちゃ、愛がん動物用飼料の容器等は、栄養に供するもの
いことから、愛玩動物用飼料には含まれない。 ではないことから、愛がん動物用飼料には含まれない。

４ 製造業者、輸入業者及び販売業者 ４ 製造業者、輸入業者及び販売業者
（１）製造業者とは、愛玩動物用飼料の製造（配合及び加工を （１）製造業者とは、愛がん動物用飼料の製造（配合及び加工



- 4 -

含む。）を業とする者と定義されている（法第２条第３項）。 を含む。）を業とする者と定義されている（法第２条第３
「配合及び加工を含む。」とは、原材料から最終製品に加工 項）。「配合及び加工を含む。」とは、原材料から最終製品に
し、販売用の容器（袋、缶詰、レトルトパウチなど）に中身を 加工し、販売用の容器（袋、缶詰、レトルトパウチなど）に中
入れる工程をいう。したがって、製造又は輸入された愛玩動物 身を入れる工程をいう。したがって、製造又は輸入された愛が
用飼料を開封し、小容量製品など別の愛玩動物用飼料とするた ん動物用飼料を開封し、小容量製品など別の愛がん動物用飼料
めの包装作業（小分けなど）も含まれる。 とするための包装作業（小分けなど）も含まれる。

（２）輸入業者とは、愛玩動物用飼料の輸入を業とする者と定 （２）輸入業者とは、愛がん動物用飼料の輸入を業とする者と
義されている（法第２条第３項）。輸入とは、関税法（昭 定義されている（法第２条第３項）。輸入とは、関税法（昭
和２９年法律第６１号）第２条第１号に規定する輸入すな 和２９年法律第６１号）第２条第１号に規定する輸入すな
わち外国から本邦に到着した貨物を本邦に（保税地域を経 わち外国から本邦に到着した貨物を本邦に（保税地域を経
由するものについては、保税地域を経て本邦に）引き取る 由するものについては、保税地域を経て本邦に）引き取る
ことを意味する。 ことを意味する。

（３）販売業者とは、愛玩動物用飼料の販売を業とする者で製 （３）販売業者とは、愛がん動物用飼料の販売を業とする者で
造業者及び輸入業者以外のものと定義されている（法第２ 製造業者及び輸入業者以外のものと定義されている（法第
条第３項）。販売を業とする者とは、売ることで対価を得 ２条第３項）。販売を業とする者とは、売ることで対価を
て他人にある財産権を移転することを業とする者であり、 得て他人にある財産権を移転することを業とする者であり、
無償での配布のような行為のみを行う者は含んでいない。 無償での配布のような行為のみを行う者は含んでいない。

（４）（略） （４）（略）

５ 事業者の責務 ５ 事業者の責務
本法律は、愛玩動物の健康の保護を図るため、愛玩動物用 本法律は、愛がん動物の健康の保護を図るため、愛がん動

飼料の製造業者等の事業者に対して規制を行うものであるが、 物用飼料の製造業者等の事業者に対して規制を行うものであ
製品の安全性を真に確保するためには、事業者が定められた るが、製品の安全性を真に確保するためには、事業者が定め
規制を単に最低限のものとして遵守していくといった消極的 られた規制を単に最低限のものとして遵守していくといった
なものでは不十分であり、事業者自らが常に安全性の確保に 消極的なものでは不十分であり、事業者自らが常に安全性の
自覚と責任をもって迅速かつ積極的に取り組むことで安全性 確保に自覚と責任をもって迅速かつ積極的に取り組むことで
の確保を図っていくことが重要であって、その安全性の確保 安全性の確保を図っていくことが重要であって、その安全性
の第一義的な責任は事業者にあることを規定している（法第 の確保の第一義的な責任は事業者にあることを規定している
３条）。 （法第３条）。

したがって、愛玩動物用飼料は、製造等の段階で危険な物 したがって、愛がん動物用飼料は、製造等の段階で危険な
が生じないよう十分な知識及び技術の下、安全な原材料によ 物が生じないよう十分な知識及び技術の下、安全な原材料に
り製造等を行うこと、万が一、危険な愛玩動物用飼料が流通 より製造等を行うこと、万が一、危険な愛がん動物用飼料が
した場合、愛玩動物の健康が害されることを防止するため、 流通した場合、愛がん動物の健康が害されることを防止する
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一刻も早く回収等を行うことが重要である。 ため、一刻も早く回収等を行うことが重要である。
これらの措置は、事業者が講ずるべき措置の代表例であり、 これらの措置は、事業者が講ずるべき措置の代表例であり、

どのような措置を講ずるかは、事業者の事業内容等により異 どのような措置を講ずるかは、事業者の事業内容等により異
なることから、基本的には、各事業者の自主的な判断により なることから、基本的には、各事業者の自主的な判断により
実施されるべきものである。また、これらの措置以外の措置 実施されるべきものである。また、これらの措置以外の措置
を講じなくてもよいという趣旨ではない。 を講じなくてもよいという趣旨ではない。

６ 国の責務 ６ 国の責務
愛玩動物用飼料の安全性の確保は、事業者自らが積極的に 愛がん動物用飼料の安全性の確保は、事業者自らが積極的

安全の確保を図っていくことが重要であるが、国においても、 に安全の確保を図っていくことが重要であるが、国において
必要な情報の収集、整理、分析及び提供を図るよう努めるこ も、必要な情報の収集、整理、分析及び提供を図るよう努め
ととされている（法第４条）。 ることとされている（法第４条）。

我が国ではこれまで愛玩動物用飼料の規制等を行っていな 我が国ではこれまで愛がん動物用飼料の規制等を行ってい
いため、国内における愛玩動物用飼料の製造や流通の実態、 ないため、国内における愛がん動物用飼料の製造や流通の実
愛玩動物用飼料に起因する事故等について、情報の収集等が 態、愛がん動物用飼料に起因する事故等について、情報の収
十分になされなかったが、本法律の円滑な実施のためには、 集等が十分になされなかったが、本法律の円滑な実施のため
国が積極的に国内外の情報の収集、整理及び分析を行い、こ には、国が積極的に国内外の情報の収集、整理及び分析を行
れらの情報を製造業者、輸入業者及び販売業者並びに飼養者 い、これらの情報を製造業者、輸入業者及び販売業者並びに
たる国民に提供する必要がある。 飼養者たる国民に提供する必要がある。

第３ 愛玩動物用飼料の製造等に関する規制 第３ 愛がん動物用飼料の製造等に関する規制
１ 基準及び規格の設定等について １ 基準及び規格の設定等について

基準及び規格の制度は、愛玩動物用飼料の安全性の確保の 基準及び規格の制度は、愛がん動物用飼料の安全性の確保
ための根幹となるものであり、農林水産大臣及び環境大臣は、 のための根幹となるものであり、農林水産大臣及び環境大臣
愛玩動物用飼料の使用が原因となって、愛玩動物の健康が害 は、愛がん動物用飼料の使用が原因となって、愛がん動物の
されることを防止する見地から、農業資材審議会及び中央環 健康が害されることを防止する見地から、農業資材審議会及
境審議会の意見を聴いて、愛玩動物用飼料の製造の方法若し び中央環境審議会の意見を聴いて、愛がん動物用飼料の製造
くは表示につき基準を定め、又は愛玩動物用飼料の成分につ の方法若しくは表示につき基準を定め、又は愛がん動物用飼
き規格を定めることができることとされている（法第５条）。 料の成分につき規格を定めることができることとされている

（法第５条）。
愛玩動物用飼料の安全性を確保するためには、まず、製造 愛がん動物用飼料の安全性を確保するためには、まず、製

業者、輸入業者及び販売業者により、成分規格等省令におい 造業者、輸入業者及び販売業者により、成分規格等省令にお
て定められた基準及び規格を遵守した愛玩動物用飼料の製造、 いて定められた基準及び規格を遵守した愛がん動物用飼料の
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輸入、販売が行われることが重要である。 製造、輸入、販売が行われることが重要である。

２ 基準及び規格の対象 ２ 基準及び規格の対象
基準及び規格は、有害な物質を含む愛玩動物用飼料の流通 基準及び規格は、有害な物質を含む愛がん動物用飼料の流

により愛玩動物の健康を害することを防止する観点から、広 通により愛がん動物の健康を害することを防止する観点から、
域流通される販売用愛玩動物用飼料を対象として設定されて 広域流通される販売用愛がん動物用飼料を対象として設定さ
いる。 れている。

販売用愛玩動物用飼料とは、販売（法第６条第１号に規定 販売用愛がん動物用飼料とは、販売（法第６条第１号に規
する販売をいう。）の用に供する愛玩動物用飼料であり、以 定する販売をいう。）の用に供する愛がん動物用飼料であり、
下のものは除くこととしている（成分規格等省令別表の１）。 以下のものは除くこととしている（成分規格等省令別表の１）。

① 自己の飼養する愛玩動物に与えるために自ら製造する ① 自己の飼養する愛がん動物に与えるために自ら製造す
もの るもの

② 当該愛玩動物用飼料が製造される事業場において愛玩 ② 当該愛がん動物用飼料が製造される事業場において愛
動物に使用されるもの がん動物に使用されるもの

②は、いわゆるドッグカフェ等で提供されるものは、広域 ②は、いわゆるドッグカフェ等で提供されるものは、広域
流通されないことから、対象外とするという趣旨である。 流通されないことから、対象外とするという趣旨である。

３ 成分規格等省令の留意事項 ３ 成分規格等省令の留意事項
（１）成分規格（成分規格等省令別表の１） （１）成分規格（成分規格等省令別表の１）

成分規格等省令別表の１に掲げる販売用愛玩動物用飼料 成分規格等省令別表の１に掲げる販売用愛がん動物用飼
を製造、輸入又は販売する者は、同表に掲げる物質につい 料を製造、輸入又は販売する者は、同表に掲げる物質につ
て、定められた含有量を超えて対象愛玩動物用飼料に含ま いて、定められた含有量を超えて対象愛がん動物用飼料に
れることのないよう、製造管理を徹底すること。 含まれることのないよう、製造管理を徹底すること。

（２）製造の方法の基準（成分規格等省令別表の２） （２）製造の方法の基準（成分規格等省令別表の２）
販売用愛玩動物用飼料の製造に当たっては、次の事項を 販売用愛がん動物用飼料の製造に当たっては、次の事項

守る必要がある。 を守る必要がある。
① 有害な物質を含み、若しくは病原微生物により汚染さ ① 有害な物質を含み、若しくは病原微生物により汚染さ

れ、又はこれらの疑いがある原材料を用いてはならない れ、又はこれらの疑いがある原材料を用いてはならない
こと。ここで「有害な物質」、「病原微生物」とは、その こと。ここで「有害な物質」、「病原微生物」とは、その
ものの性状、含有又は汚染の量的関係から愛玩動物の健 ものの性状、含有又は汚染の量的関係から愛がん動物の
康が害されるおそれがあるものをいい、「有害な物質」 健康が害されるおそれがあるものをいい、「有害な物質」
としては、かび毒、農薬、重金属類、その他の有害化学 としては、かび毒、農薬、重金属類、その他の有害化学
物質が考えられ、また、「病原微生物」としては、病原 物質が考えられ、また、「病原微生物」としては、病原
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菌等が考えられる。 菌等が考えられる。
② 販売用愛玩動物用飼料を加熱し、又は乾燥する場合は、 ② 販売用愛がん動物用飼料を加熱し、又は乾燥する場合

原材料等に由来して当該販売用愛玩動物用飼料中に存在 は、原材料等に由来して当該販売用愛がん動物用飼料中
し、かつ、発育し得る微生物を除去するのに十分な効力 に存在し、かつ、発育し得る微生物を除去するのに十分
を有する方法で行うこと。この場合、販売用愛玩動物用 な効力を有する方法で行うこと。この場合、販売用愛が
飼料の原材料、容器包装等を考慮し、適切な加熱等の温 ん動物用飼料の原材料、容器包装等を考慮し、適切な加
度、時間等とすること。 熱等の温度、時間等とすること。

③ プロピレングリコールは、猫を対象とする販売用愛玩 ③ プロピレングリコールは、猫を対象とする販売用愛が
動物用飼料に用いてはならないこと。なお、販売用愛玩 ん動物用飼料に用いてはならないこと。なお、販売用愛
動物用飼料の原材料に由来するプロピレングリコールで がん動物用飼料の原材料に由来するプロピレングリコー
あって、その含有量が猫への健康影響が想定されない量 ルであって、その含有量が猫への健康影響が想定されな
である場合まで規制対象とするものではない。 い量である場合まで規制対象とするものではない。

（３）表示の基準（成分規格等省令別表の３） （３）表示の基準（成分規格等省令別表の３）
販売用愛玩動物用飼料は、次に掲げる事項を表示しなけ 販売用愛がん動物用飼料は、次に掲げる事項を表示しな

ればならないこととされている。これらのうち、アからウ ければならないこととされている。これらのうち、アから
までについては、愛玩動物の健康被害の防止の観点から、 ウまでについては、愛がん動物の健康被害の防止の観点か
ウからオまでについては、問題発生時等に製品を特定する ら、ウからオまでについては、問題発生時等に製品を特定
観点から表示することとされている。これらの事項は、邦 する観点から表示することとされている。これらの事項は、
文をもって表示しなければならない。 邦文をもって表示しなければならない。

ア 販売用愛玩動物用飼料の名称 ア 販売用愛がん動物用飼料の名称
販売用愛玩動物用飼料の商品名をいうが、犬用又は 販売用愛がん動物用飼料の商品名をいうが、犬用又

猫用であることが分かるように記載すること。 は猫用であることが分かるように記載すること。
イ 原材料名 イ 原材料名

「原材料名」又は「原材料」の文字を記載した上で、 「原材料名」の文字を記載した上で、原則として使
原則として使用した原材料（添加物も含まれる。）を 用した原材料（添加物も含まれる。）をすべて記載す
全て記載する。 る。

添加物以外の原材料にあっては、第１表に記載する 添加物以外の原材料にあっては、第１表に記載する
分類名による表示も可能とする。また、分類名の次に 分類名による表示も可能とする。また、分類名の次に
括弧を付して、当該原材料の個別名を記載できること 括弧を付して、当該原材料の個別名を記載できること
とする。その場合、栄養成分の調整等により、一時的 とする。その場合、栄養成分の調整等により、一時的
に変更される可能性のある原材料については、「他」、 に変更される可能性のある原材料については、「他」、
「等」と表示することもできることとする。 「等」と表示することもできることとする。
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添加物にあっては、加工助剤（愛玩動物用飼料の加 添加物にあっては、加工助剤（愛がん動物用飼料の
工の際に添加される物であって、当該愛玩動物用飼料 加工の際に添加される物であって、当該愛がん動物用
の製造の過程において除去されるもの、当該愛玩動物 飼料の製造の過程において除去されるもの、当該愛が
用飼料の原材料に起因してその愛玩動物用飼料中に通 ん動物用飼料の原材料に起因してその愛がん動物用飼
常含まれる成分と同じ成分に変えられ、かつ、その成 料中に通常含まれる成分と同じ成分に変えられ、かつ、
分の量を明らかに増加させるものではないもの又は当 その成分の量を明らかに増加させるものではないもの
該愛玩動物用飼料中に含まれる量が少なく、かつ、そ 又は当該愛がん動物用飼料中に含まれる量が少なく、
の成分による影響を当該愛玩動物用飼料に及ぼさない かつ、その成分による影響を当該愛がん動物用飼料に
ものをいう。）を除き、原材料として使用したものを 及ぼさないものをいう。）を除き、原材料として使用
全て記載することとする。 したものをすべて記載することとする。

また、第２表に掲げる物として使用される添加物に また、第２表に掲げる物として使用される添加物に
ついては、同表に掲げる用途名も併記すること。 ついては、同表に掲げる用途名も併記すること。

なお、第３表に掲げる物として使用される添加物に なお、第３表に掲げる物として使用される添加物に
ついては、同表に掲げる一括名で表示することも可能 ついては、同表に掲げる一括名で表示することも可能
とする。 とする。

その他、栄養強化剤のビタミン類又はミネラル類は、
それぞれ「ビタミン類」又は「ミネラル類」の文字の
次に括弧を付して、ビタミン類にあっては当該原材料
のビタミン名又は物質名、ミネラル類にあっては当該
原材料の添加目的の元素名又は物質名を集約して記載
できることとする。

内容量が１００ｇ以下の缶詰又は表示可能面積が１ 内容量が１００ｇ以下の缶詰又は表示可能面積が１
２０ｃ㎡以下のものについては、栄養強化剤について、 ２０ｃ㎡以下のものについては、栄養強化剤について、
ビタミン類、ミネラル類、アミノ酸類と表示すること ビタミン類、ミネラル類、アミノ酸類と表示すること
も可能とする。 も可能とする。

ウ 賞味期限 ウ 賞味期限
賞味期限とは、定められた方法により保存した場合 賞味期限とは、定められた方法により保存した場合

において、期待される全ての品質の保持が十分に可能 において、期待されるすべての品質の保持が十分に可
であると認められる期限を示す年月日をいうが、当該 能であると認められる期限を示す年月日をいうが、当
期限を超えた場合であっても、これらの品質が保持さ 該期限を超えた場合であっても、これらの品質が保持
れていることがあるものとされている。「賞味期限」 されていることがあるものとされている。「賞味期限」
の文字を記載した上で、年月日又は年月により表示す の文字を記載した上で、年月日又は年月により表示す
ること。なお、年月で表示する場合は、当該月の末日 ること。なお、年月で表示する場合は、当該月の末日
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まで品質が保持されている必要がある。 まで品質が保持されている必要がある。
賞味期限の設定は、販売用愛玩動物用飼料の情報を 賞味期限の設定は、販売用愛がん動物用飼料の情報

正確に把握している製造業者等が科学的、合理的根拠 を正確に把握している製造業者等が科学的、合理的根
に基づき適正に行うこと。なお、販売業者等において、 拠に基づき適正に行うこと。なお、販売業者等におい
販売用愛玩動物用飼料の容器包装の開封等を行い、当 て、販売用愛がん動物用飼料の容器包装の開封等を行
該販売用愛玩動物用飼料の賞味期限を変更する必要が い、当該販売用愛がん動物用飼料の賞味期限を変更す
ある場合は、当該販売業者等が適切に対応すること。 る必要がある場合は、当該販売業者等が適切に対応す

ること。
エ （略） エ （略）
オ 原産国名 オ 原産国名

「原産国名」又は「原産国」の文字を記載した上で、 「原産国名」の文字を記載した上で、販売用愛がん
販売用愛玩動物用飼料の製造工程のうち、最終加工工 動物用飼料の製造工程のうち、最終加工工程を完了し
程を完了した国を記載すること。最終加工工程には、 た国を記載すること。最終加工工程には、包装、詰め
包装、詰め合わせ等の販売用愛玩動物用飼料の内容に 合わせ等の行為は含まれない。なお、原産国が日本の
ついて実質的な変更をもたらさない行為は含まれない。 場合は、「国産」の表示も可能とする。
なお、原産国が日本の場合は、「国産」とのみ表示す
ることも可能とする。

４ 製造等の禁止 ４ 製造等の禁止
（１）基準又は規格に合わない愛玩動物用飼料の製造等の行為 （１）基準又は規格に合わない愛がん動物用飼料の製造等の行

は、何人もしてはならないとされている（法６条）。規制 為は、何人もしてはならないとされている（法６条）。規
対象は、「何人も」であり、製造業者、輸入業者又は販売 制対象は、「何人も」であり、製造業者、輸入業者又は販
業者に限定するものではない。これは、愛玩動物用飼料の 売業者に限定するものではない。これは、愛がん動物用飼
安全性を確保するためには、業者の定義に当てはまらない 料の安全性を確保するためには、業者の定義に当てはまら
行為、すなわち一回限りで反復継続する意思のない製造等 ない行為、すなわち一回限りで反復継続する意思のない製
であっても、基準又は規格に合わないものは規制すべきで 造等であっても、基準又は規格に合わないものは規制すべ
あるとの趣旨によるものである。 きであるとの趣旨によるものである。

（２）基準に合わない方法により製造された愛玩動物用飼料に （２）基準に合わない方法により製造された愛がん動物用飼料
ついては、その流通を防止する観点から、販売の用に供す については、その流通を防止する観点から、販売の用に供
るための製造は禁止される。 するための製造は禁止される。

販売の定義とは、不特定又は多数の者に対する販売以外 販売の定義とは、不特定又は多数の者に対する販売以外
の授与を含むこととされている（法第６条第１号）。この の授与を含むこととされている（法第６条第１号）。この
ような授与は、日常的に行われており、規制の対象としな ような授与は、日常的に行われており、規制の対象としな
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ければ、広く有害な飼料が流通する可能性を排除できない ければ、広く有害な飼料が流通する可能性を排除できない
ことから、規制の対象とすることとしたものである。 ことから、規制の対象とすることとしたものである。

販売に含まれる授与とは、次のものをいう。 販売に含まれる授与とは、次のものをいう。
① （略） ① （略）
② ①に準ずるものとして農林水産省令・環境省令で定め ② ①に準ずるものとして農林水産省令・環境省令で定め

る授与があるが、これは特定の者に対する授与であって、 る授与があるが、これは特定の者に対する授与であって、
ア 当該授与に係る愛玩動物用飼料が販売の用に供され ア 当該授与に係る愛がん動物用飼料が販売の用に供さ

るものであるものとして、製造業者、販売業者等から れるものであるものとして、製造業者、販売業者等か
の委託を受けて、販売用の愛玩動物用飼料の製造、加 らの委託を受けて、販売用の愛がん動物用飼料の製造、
工等を行い、委託者に引き渡す場合 加工等を行い、委託者に引き渡す場合

イ 当該授与に係る愛玩動物用飼料が不特定又は多数の イ 当該授与に係る愛がん動物用飼料が不特定又は多数
者に販売以外の方法により授与されるものとして、製 の者に販売以外の方法により授与されるものとして、
造業者、販売業者等からの委託を受けて、サンプル用 製造業者、販売業者等からの委託を受けて、サンプル
の愛玩動物用飼料の製造、加工等を行い、委託者に引 用の愛がん動物用飼料の製造、加工等を行い、委託者
き渡す場合 に引き渡す場合

などがある。 などがある。
（３）基準に合わない方法により、愛玩動物用飼料を販売の用 （３）基準に合わない方法により、愛がん動物用飼料を販売の

に供するために、国内で製造することは禁止されるが、輸 用に供するために、国内で製造することは禁止されるが、
入についても同様に禁止する必要があり、また、基準に合 輸入についても同様に禁止する必要があり、また、基準に
わない愛玩動物用飼料が流通過程に入ってしまう可能性も 合わない愛がん動物用飼料が流通過程に入ってしまう可能
ある。このため、基準に合わない方法により製造された愛 性もある。このため、基準に合わない方法により製造され
玩動物用飼料の販売又は販売の用に供するための輸入も禁 た愛がん動物用飼料の販売又は販売の用に供するための輸
止される（第６条第２号）。 入も禁止される（第６条第２号）。

（４）基準に合う表示がない愛玩動物用飼料の販売、規格に合 （４）基準に合う表示がない愛がん動物用飼料の販売、規格に
わない愛玩動物用飼料の販売、又は販売の用に供するため 合わない愛がん動物用飼料の販売、又は販売の用に供する
の製造若しくは輸入は禁止される（法第６条第３号及び第 ための製造若しくは輸入は禁止される（法第６条第３号及
４号）。 び第４号）。

５ 有害な物質を含む愛玩動物用飼料の製造等の禁止 ５ 有害な物質を含む愛がん動物用飼料の製造等の禁止
（１）農林水産大臣及び環境大臣は、愛玩動物の健康が害され （１）農林水産大臣及び環境大臣は、愛がん動物の健康が害さ

ることを防止するため必要があると認めるときは、製造業 れることを防止するため必要があると認めるときは、製造
者、輸入業者又は販売業者に対し、愛玩動物用飼料の製造、 業者、輸入業者又は販売業者に対し、愛がん動物用飼料の
輸入又は販売を禁止することができることとされている（法 製造、輸入又は販売を禁止することができることとされて
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第７条）。当該禁止措置の対象となる愛玩動物用飼料は、 いる（法第７条）。当該禁止措置の対象となる愛がん動物
①有害な物質を含み、又はその疑いがある愛玩動物用飼料 用飼料は、①有害な物質を含み、又はその疑いがある愛が
（同条第１項第１号）、②病原微生物により汚染され、又 ん動物用飼料（同条第１項第１号）、②病原微生物により
はその疑いがある愛玩動物用飼料（同項第２号）であり、 汚染され、又はその疑いがある愛がん動物用飼料（同項第
例えば製造工程の事故等により、有害化学物質等が混入し ２号）であり、例えば製造工程の事故等により、有害化学
たものや製造工程の事故により、病原菌等で汚染されたも 物質等が混入したものや製造工程の事故により、病原菌等
の等が考えられる。 で汚染されたもの等が考えられる。

（２）（略） （２）（略）
（３）愛玩動物用飼料に関する規制は、法第５条の規定による （３）愛がん動物用飼料に関する規制は、法第５条の規定によ

基準又は規格を設定して対応することが原則であるが、基 る基準又は規格を設定して対応することが原則であるが、
準又は規格の設定時点では、愛玩動物用飼料に使用される 基準又は規格の設定時点では、愛がん動物用飼料に使用さ
可能性が想定されない物質が、事故などの理由により、製 れる可能性が想定されない物質が、事故などの理由により、
品に含まれる可能性がある。そのような愛玩動物用飼料の 製品に含まれる可能性がある。そのような愛がん動物用飼
使用によって、愛玩動物の健康が害されることを緊急に防 料の使用によって、愛がん動物の健康が害されることを緊
止する必要が生じる場合が想定されるが、このような緊急 急に防止する必要が生じる場合が想定されるが、このよう
時を想定して、あらかじめ網羅的に基準又は規格を設定す な緊急時を想定して、あらかじめ網羅的に基準又は規格を
ることは困難である。このため、緊急時において、基準又 設定することは困難である。このため、緊急時において、
は規格に定めるところによらず、応急的な措置として、愛 基準又は規格に定めるところによらず、応急的な措置とし
玩動物用飼料の製造、輸入又は販売を禁止することができ て、愛がん動物用飼料の製造、輸入又は販売を禁止するこ
ることとされているものである。 とができることとされているものである。

（４）なお、農林水産大臣及び環境大臣は、第１項の規定によ （４）なお、農林水産大臣及び環境大臣は、第１項の規定によ
る禁止をしたときは、その旨を官報に公示しなければなら る禁止をしたときは、その旨を官報に公示しなければなら
ないこととされている（法第７条第２項）。これは、当該 ないこととされている（法第７条第２項）。これは、当該
禁止措置を行った場合に、広く一般に知らしめることによ 禁止措置を行った場合に、広く一般に知らしめることによ
り、禁止措置に係る愛玩動物用飼料の流通や、同様の愛玩 り、禁止措置に係る愛がん動物用飼料の流通や、同様の愛
動物用飼料の製造等を防止する趣旨によるものである。 がん動物用飼料の製造等を防止する趣旨によるものである。

６ 廃棄等の命令 ６ 廃棄等の命令
（１）基準又は規格に合わない愛玩動物用飼料や、有害な物質 （１）基準又は規格に合わない愛がん動物用飼料や、有害な物

を含む愛玩動物用飼料の製造、販売等は禁止されることと 質を含む愛がん動物用飼料の製造、販売等は禁止されるこ
なる（法第６条及び第７条）が、このような愛玩動物用飼 ととなる（法第６条及び第７条）が、このような愛がん動
料が、当該禁止措置にもかかわらず流通した場合において、 物用飼料が、当該禁止措置にもかかわらず流通した場合に
愛玩動物の健康が害されることを防止するため特に必要が おいて、愛がん動物の健康が害されることを防止するため
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あると認めるときは、必要な限度において、農林水産大臣 特に必要があると認めるときは、必要な限度において、農
及び環境大臣は、製造業者等に対し、当該愛玩動物用飼料 林水産大臣及び環境大臣は、製造業者等に対し、当該愛が
の廃棄又は回収を図ることその他必要な措置をとるべきこ ん動物用飼料の廃棄又は回収を図ることその他必要な措置
とを命ずることができるとされている（法第８条）。 をとるべきことを命ずることができるとされている（法第

８条）。
（２）ここで、「特に必要があると認めるとき」とされている （２）ここで、「特に必要があると認めるとき」とされている

のは、当該措置の実施により実現しようとする目的と手段 のは、当該措置の実施により実現しようとする目的と手段
とを考慮し、特にその必要性が高いと判断する場合に限定 とを考慮し、特にその必要性が高いと判断する場合に限定
して措置を実施するという趣旨である。また、特に必要が して措置を実施するという趣旨である。また、特に必要が
あるかどうかの判断は、当該愛玩動物用飼料の販売等によ あるかどうかの判断は、当該愛がん動物用飼料の販売等に
り、愛玩動物の健康が害されるかどうかを、個別具体的に より、愛がん動物の健康が害されるかどうかを、個別具体
検討することとなる。さらに、必要な限度において行うこ 的に検討することとなる。さらに、必要な限度において行
ととされているのは、廃棄又は回収等の命令は、愛玩動物 うこととされているのは、廃棄又は回収等の命令は、愛が
用飼料の使用が原因となって、愛玩動物の健康が害される ん動物用飼料の使用が原因となって、愛がん動物の健康が
ことを防止するために行う場合に限るという趣旨である。 害されることを防止するために行う場合に限るという趣旨

である。
（３）「その他必要な措置」としては、処分の対象となる愛玩 （３）「その他必要な措置」としては、処分の対象となる愛が

動物用飼料に含有されている有害物質等の程度等から、必 ん動物用飼料に含有されている有害物質等の程度等から、
要となる処分方法は異なってくるものであり、有害微生物 必要となる処分方法は異なってくるものであり、有害微生
の殺菌処理、化学的処理による無毒化、有害物質の除去等 物の殺菌処理、化学的処理による無毒化、有害物質の除去
の手段が考えられる。 等の手段が考えられる。

第４ その他 第４ その他
１ 製造業者等の届出 １ 製造業者等の届出
（１）届出の対象及び届出時期 （１）届出の対象及び届出時期

① 本法においては、愛玩動物用飼料の安全性を確保する ① 本法においては、愛がん動物用飼料の安全性を確保す
ため、基準又は規格に合わない愛玩動物用飼料の製造等 るため、基準又は規格に合わない愛がん動物用飼料の製
が禁止されている（法第６条）が、安全性に問題のある 造等が禁止されている（法第６条）が、安全性に問題の
愛玩動物用飼料が製造等された場合には、迅速に、当該 ある愛がん動物用飼料が製造等された場合には、迅速に、
愛玩動物用飼料の製造又は輸入の禁止（法第７条）や廃 当該愛がん動物用飼料の製造又は輸入の禁止（法第７条）
棄等の命令（法第８条）を行う必要がある。このため、 や廃棄等の命令（法第８条）を行う必要がある。このた
農林水産大臣及び環境大臣が、特に流通の起点である製 め、農林水産大臣及び環境大臣が、特に流通の起点であ
造業者及び輸入業者に関する情報を把握することで迅速 る製造業者及び輸入業者に関する情報を把握することで
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な対応がとれるよう、基準又は規格が定められた販売用 迅速な対応がとれるよう、基準又は規格が定められた販
愛玩動物用飼料の製造業者又は輸入業者に届出義務を課 売用愛がん動物用飼料の製造業者又は輸入業者に届出義
している（法第９条）。販売用愛玩動物用飼料は、販売 務を課している（法第９条）。販売用愛がん動物用飼料
を目的とする愛玩動物用飼料とされており、ドッグカフ は、販売を目的とする愛がん動物用飼料とされており、
ェで供されるものなど、その場で使用されるものを製造 ドッグカフェで供されるものなど、その場で使用される
する業者は、届出義務の対象外となる（成分規格等省令 ものを製造する業者は、届出義務の対象外となる（成分
別表の１）。 規格等省令別表の１）。

② 届出義務の適用除外として、農林水産省令・環境省令 ② 届出義務の適用除外として、農林水産省令・環境省令
で定める者を除くとされており（法第９条第１項）規則 で定める者を除くとされており（法第９条第１項）規則
において、販売（法第６条第１号に規定する販売をいう。） において、販売（法第６条第１号に規定する販売をいう。）
を目的としない製造を業とする製造業者又は輸入を業と を目的としない製造を業とする製造業者又は輸入を業と
する輸入業者とすると規定されている（規則第３条）。 する輸入業者とすると規定されている（規則第３条）。
これは、製造又は輸入に係る愛玩動物用飼料が一般に流 これは、製造又は輸入に係る愛がん動物用飼料が一般に
通せず、届出を義務付けて把握するまでの必要性に乏し 流通せず、届出を義務付けて把握するまでの必要性に乏
いことから、届出義務の対象外とされているものである。 しいことから、届出義務の対象外とされているものであ

る。
③ （略） ③ （略）
④ 基準又は規格が定められていなかった愛玩動物用飼料 ④ 基準又は規格が定められていなかった愛がん動物用飼

であって、新たに基準又は規格が定められたものの製造 料であって、新たに基準又は規格が定められたものの製
業者又は輸入業者についても、基準又は規格が定められ 造業者又は輸入業者についても、基準又は規格が定めら
た後に、速やかに届出が行われる必要がある。届出の時 れた後に、速やかに届出が行われる必要がある。届出の
期については、他法律の同様の規定例を踏まえ、事後の 時期については、他法律の同様の規定例を踏まえ、事後
届出として許容できる範囲として、基準又は規格が定め の届出として許容できる範囲として、基準又は規格が定
られた日から３０日以内に届け出なければならないこと められた日から３０日以内に届け出なければならないこ
とされている（同条第２項）。 ととされている（同条第２項）。

⑤ 法の施行の際、現に、基準又は規格が定められた愛玩 ⑤ 法の施行の際、現に、基準又は規格が定められた愛が
動物用飼料を製造又は輸入している者については、新た ん動物用飼料を製造又は輸入している者については、新
に基準又は規格が定められたため製造業者又は輸入業者 たに基準又は規格が定められたため製造業者又は輸入業
になった者に該当することから、基準又は規格が定めら 者になった者に該当することから、基準又は規格が定め
れた日から３０日以内に届け出なければならないことと られた日から３０日以内に届け出なければならないこと
なる（このため、このような者に対する特段の経過措置 となる（このため、このような者に対する特段の経過措
は設けられていない。）。 置は設けられていない。）。

⑥、⑦ （略） ⑥、⑦ （略）
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（２）届出事項 （２）届出事項
（略） （略）

① （略） ① （略）
② 製造業者にあっては、当該愛玩動物用飼料を製造する ② 製造業者にあっては、当該愛がん動物用飼料を製造す

事業場の名称及び所在地（同項第２号） る事業場の名称及び所在地（同項第２号）
③ 販売業務を行う事業場及び当該愛玩動物用飼料を保管 ③ 販売業務を行う事業場及び当該愛がん動物用飼料を保

する施設の所在地（同項第３号） 管する施設の所在地（同項第３号）
④ 製造又は輸入に係る愛玩動物用飼料が使用される愛玩 ④ 製造又は輸入に係る愛がん動物用飼料が使用される愛

動物の種類（犬又は猫）（規則第４条第１号） がん動物の種類（犬又は猫）（規則第４条第１号）
⑤ 当該愛玩動物用飼料の製造又は輸入の開始年月日（同 ⑤ 当該愛がん動物用飼料の製造又は輸入の開始年月日（同

条第２号） 条第２号）
⑥ 輸出用として製造又は輸入する愛玩動物用飼料につい ⑥ 輸出用として製造又は輸入する愛がん動物用飼料につ

ては、その旨（同条第３号） いては、その旨（同条第３号）
また、届出は、規則様式第１による届出書を提出して行 また、届出は、規則様式第１による届出書を提出して行

うこととされている（規則第２条）。届出に当たっては、 うこととされている（規則第２条）。届出に当たっては、
法人にあっては登記簿謄本等、個人にあっては住民票の写 法人にあっては登記簿謄本等、個人にあっては住民票の写
し等を添付しなければならない。 し等を添付しなければならない。

なお、愛玩動物用飼料は、主に個別包装され消費者に販 なお、愛がん動物用飼料は、主に個別包装され消費者に
売されることから、販売業者の段階で有害物質が混入する 販売されることから、販売業者の段階で有害物質が混入す
おそれは少なく、届出義務のある製造業者又は輸入業者を るおそれは少なく、届出義務のある製造業者又は輸入業者
通じた情報把握により販売業者にも廃棄等の命令は可能で を通じた情報把握により販売業者にも廃棄等の命令は可能
あること等から、販売業者については、届出義務を課さな であること等から、販売業者については、届出義務を課さ
いこととされている（法第９条第１項）。 ないこととされている（法第９条第１項）。

２ 帳簿の備付け ２ 帳簿の備付け
本法においては、愛玩動物用飼料の安全性を確保するため、 本法においては、愛がん動物用飼料の安全性を確保するた

基準又は規格を設定し、それに合わない愛玩動物用飼料の販 め、基準又は規格を設定し、それに合わない愛がん動物用飼
売等の禁止（法第６条）、有害物質が含まれている愛玩動物 料の販売等の禁止（法第６条）、有害物質が含まれている愛
用飼料の販売等の禁止等（法第７条）を行うこととされてい がん動物用飼料の販売等の禁止等（法第７条）を行うことと
る。また、販売が禁止された愛玩動物用飼料が、その禁止措 されている。また、販売が禁止された愛がん動物用飼料が、
置にもかかわらず販売された場合、緊急的な措置として、農 その禁止措置にもかかわらず販売された場合、緊急的な措置
林水産大臣及び環境大臣は、その愛玩動物用飼料の廃棄等を として、農林水産大臣及び環境大臣は、その愛がん動物用飼
命ずることができることとされている（法第８条）。 料の廃棄等を命ずることができることとされている（法第８
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条）。
これらの対応措置を迅速かつ適切に行うためには、愛玩動 これらの対応措置を迅速かつ適切に行うためには、愛がん

物用飼料の流通実態の把握を可能にしておくことが必要であ 動物用飼料の流通実態の把握を可能にしておくことが必要で
ることから、製造業者、輸入業者又は販売業者に対し愛玩動 あることから、製造業者、輸入業者又は販売業者に対し愛が
物用飼料の取引を帳簿に記載し、それを備え付けておくこと ん動物用飼料の取引を帳簿に記載し、それを備え付けておく
とされている（法第１０条）。 こととされている（法第１０条）。

（１）帳簿の記載事項 （１）帳簿の記載事項
① 製造又は輸入の場合の帳簿の備付け（法第１０条第１ ① 製造又は輸入の場合の帳簿の備付け（法第１０条第１

項） 項）
愛玩動物用飼料の流通経路を把握するためには、起点 愛がん動物用飼料の流通経路を把握するためには、起

となる製造業者又は輸入業者が製造又は輸入した愛玩動 点となる製造業者又は輸入業者が製造又は輸入した愛が
物用飼料を把握する必要があることから、基準又は規格 ん動物用飼料を把握する必要があることから、基準又は
が定められた愛玩動物用飼料の製造業者又は輸入業者は、 規格が定められた愛がん動物用飼料の製造業者又は輸入
帳簿を備え、当該愛玩動物用飼料を製造し、又は輸入し 業者は、帳簿を備え、当該愛がん動物用飼料を製造し、
たときは、次の事項を記載し、これを保存しなければな 又は輸入したときは、次の事項を記載し、これを保存し
らないこととされている（規則第５条第１項）。 なければならないこととされている（規則第５条第１項）。

＜製造業者の記載事項＞ ＜製造業者の記載事項＞
ア 愛玩動物用飼料の名称及び数量（法第１０条第１項） ア 愛がん動物用飼料の名称及び数量（法第１０条第１

項）
イ 愛玩動物用飼料の製造年月日（規則第５条第１項第 イ 愛がん動物用飼料の製造年月日（規則第５条第１項

１号） 第１号）
ウ 愛玩動物用飼料の原材料の名称及び数量（同項第２ ウ 愛がん動物用飼料の原材料の名称及び数量（同項第

号のイ） ２号のイ）
エ 愛玩動物用飼料の原材料の譲受けの年月日及び相手 エ 愛がん動物用飼料の原材料の譲受けの年月日及び相

方の氏名又は名称（同号のロ） 手方の氏名又は名称（同号のロ）

＜輸入業者の記載事項＞ ＜輸入業者の記載事項＞
ア 愛玩動物用飼料の名称及び数量（法第１０条第１項） ア 愛がん動物用飼料の名称及び数量（法第１０条第１

項）
イ 愛玩動物用飼料の輸入年月日（規則第５条第１項第 イ 愛がん動物用飼料の輸入年月日（規則第５条第１項

１号） 第１号）
ウ 愛玩動物用飼料の輸入先国名及び輸入の相手方の氏 ウ 愛がん動物用飼料の輸入先国名及び輸入の相手方の
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名又は名称（同項第３号のイ） 氏名又は名称（同項第３号のイ）
エ 輸入した愛玩動物用飼料の荷姿（同号のロ） エ 輸入した愛がん動物用飼料の荷姿（同号のロ）
オ 輸入した愛玩動物用飼料の製造国名及び製造業者の オ 輸入した愛がん動物用飼料の製造国名及び製造業者

氏名又は名称並びに原材料の名称（同号のハ） の氏名又は名称並びに原材料の名称（同号のハ）

② 譲渡しの場合の帳簿の備付け（法第１０条第２項） ② 譲渡しの場合の帳簿の備付け（法第１０条第２項）
製造又は輸入された愛玩動物用飼料が、更にどのよう 製造又は輸入された愛がん動物用飼料が、更にどのよ

な経路で消費者まで到達するかを把握するため、基準又 うな経路で消費者まで到達するかを把握するため、基準
は規格が定められた愛玩動物用飼料の製造業者、輸入業 又は規格が定められた愛がん動物用飼料の製造業者、輸
者又は販売業者は、帳簿を備え、当該愛玩動物用飼料を 入業者又は販売業者は、帳簿を備え、当該愛がん動物用
製造業者、輸入業者又は販売業者に譲り渡したときは、 飼料を製造業者、輸入業者又は販売業者に譲り渡したと
次の事項を記載し、これを保存しなければならないこと きは、次の事項を記載し、これを保存しなければならな
とされている（規則第５条第２項）。 いこととされている（規則第５条第２項）。

＜記載事項＞ ＜記載事項＞
ア 愛玩動物用飼料の名称及び数量（法第１０条第２項） ア 愛がん動物用飼料の名称及び数量（法第１０条第２

項）
イ （略） イ （略）
ウ 愛玩動物用飼料の譲渡しの年月日（規則第５条第２ ウ 愛がん動物用飼料の譲渡しの年月日（規則第５条第

項第１号） ２項第１号）
エ 愛玩動物用飼料の荷姿（同項第２号） エ 愛がん動物用飼料の荷姿（同項第２号）

③ 義務付けの対象外 ③ 義務付けの対象外
製造業者、輸入業者又は販売業者が愛玩動物の飼養者 製造業者、輸入業者又は販売業者が愛がん動物の飼養

に直接販売した場合や愛玩動物用飼料を譲り受けた場合 者に直接販売した場合や愛がん動物用飼料を譲り受けた
には帳簿の記載義務を課していない（法第１０条第２項）。 場合には帳簿の記載義務を課していない（法第１０条第
これは、有害な愛玩動物用飼料を購入した飼養者には十 ２項）。これは、有害な愛がん動物用飼料を購入した飼
分な注意喚起等を講ずることにより被害の防止を図るこ 養者には十分な注意喚起等を講ずることにより被害の防
とが可能であること、また、譲受けと譲渡しで流通過程 止を図ることが可能であること、また、譲受けと譲渡し
を二重に捉えておくほど厳重にする必要性は乏しいこと で流通過程を二重に捉えておくほど厳重にする必要性は
による。 乏しいことによる。

（２）帳簿の形態 （２）帳簿の形態
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（略） （略）

（３）帳簿の保存期間 （３）帳簿の保存期間
① 愛玩動物用飼料の保存期間は、その対象とする動物の ① 愛がん動物用飼料の保存期間は、その対象とする動物

種類等によって千差万別であり、今後、対象とする愛玩 の種類等によって千差万別であり、今後、対象とする愛
動物の種類を拡大した場合など、一律の基準では問題と がん動物の種類を拡大した場合など、一律の基準では問
なる場合も想定される。このため、愛玩動物飼料の保存 題となる場合も想定される。このため、愛がん動物飼料
期間に応じて柔軟に、帳簿の保存期間を定めることがで の保存期間に応じて柔軟に、帳簿の保存期間を定めるこ
きるようにしておくことが適当と考えられることから、 とができるようにしておくことが適当と考えられること
帳簿の保存期間は、省令で定めることとされている（法 から、帳簿の保存期間は、省令で定めることとされてい
第１０条）。 る（法第１０条）。

② 具体的には、施行令第１条において、愛玩動物として ② 具体的には、施行令第１条において、愛がん動物とし
犬及び猫を指定しており、犬及び猫用の愛玩動物用飼料 て犬及び猫を指定しており、犬及び猫用の愛がん動物用
が一般的に市場に出回っている期間を考慮して、帳簿の 飼料が一般的に市場に出回っている期間を考慮して、帳
保存期間は、当該帳簿に最終の記載をした日から起算し 簿の保存期間は、当該帳簿に最終の記載をした日から起
て２年間保存しなければならないこととされている（規 算して２年間保存しなければならないこととされている
則第５条第３項）。 （規則第５条第３項）。

３ 報告の徴収及び立入検査 ３ 報告の徴収及び立入検査
（１）対象 （１）対象

農林水産大臣又は環境大臣は、愛玩動物用飼料の安全性 農林水産大臣又は環境大臣は、愛がん動物用飼料の安全
の確保を図る観点から、法の施行に必要な限度において、 性の確保を図る観点から、法の施行に必要な限度において、
①製造業者、輸入業者若しくは販売業者又は愛玩動物用飼 ①製造業者、輸入業者若しくは販売業者又は愛がん動物用
料の運送業者若しくは倉庫業者から、業務に関し必要な報 飼料の運送業者若しくは倉庫業者から、業務に関し必要な
告を求めることができることとされ（法第１１条第１項）、 報告を求めることができることとされ（法第１１条第１項）、
また、②その職員に、当該事業者に対して立入検査、質問 また、②その職員に、当該事業者に対して立入検査、質問
又は集取（以下「立入検査等」という。）を行わせること 又は集取（以下「立入検査等」という。）を行わせること
ができることとされている（法第１２条第１項）。立入検 ができることとされている（法第１２条第１項）。立入検
査等に当たっては、これらの業者の事業場、倉庫、船舶、 査等に当たっては、これらの業者の事業場、倉庫、船舶、
車両等の愛玩動物用飼料の製造、輸入、販売、輸送又は保 車両等の愛がん動物用飼料の製造、輸入、販売、輸送又は
管の業務に関係がある場所に立ち入ることができることと 保管の業務に関係がある場所に立ち入ることができること
されている。 とされている。

ここでは、法の直接の規制対象者である製造業者、輸入 ここでは、法の直接の規制対象者である製造業者、輸入
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業者又は販売業者に加え、運送業者や倉庫業者も報告の徴 業者又は販売業者に加え、運送業者や倉庫業者も報告の徴
収の対象とされている。 収の対象とされている。

（２）愛玩動物用飼料の集取（法第１２条第１項） （２）愛がん動物用飼料の集取（法第１２条第１項）
本条第１項においては、検査に必要な限度において、愛 本条第１項においては、検査に必要な限度において、愛

玩動物用飼料又はその原材料を集取させることができるこ がん動物用飼料又はその原材料を集取させることができる
ととされており、集取する場合には、時価によってその対 こととされており、集取する場合には、時価によってその
価を支払わなければならないこととされている。 対価を支払わなければならないこととされている。

これは、愛玩動物用飼料の場合、レトルトや缶に密封さ これは、愛がん動物用飼料の場合、レトルトや缶に密封
れている等の形状で販売されているものが多く、集取の量 されている等の形状で販売されているものが多く、集取の
を検査に必要な最小限度に限定したとしても、集取によっ 量を検査に必要な最小限度に限定したとしても、集取によ
て製品の経済的価値を損失してしまうこととなることから、 って製品の経済的価値を損失してしまうこととなることか
時価によってその対価を支払わなければならないこととさ ら、時価によってその対価を支払わなければならないこと
れているものである。 とされているものである。

（３）検査結果の概要の公表（法第１２条第５項） （３）検査結果の概要の公表（法第１２条第５項）
農林水産大臣又は環境大臣は、愛玩動物用飼料又はその 農林水産大臣又は環境大臣は、愛がん動物用飼料又はそ

原材料を集取し、検査を行った場合には、その結果を周知 の原材料を集取し、検査を行った場合には、その結果を周
させることで更なる被害拡大を防止する観点から、検査結 知させることで更なる被害拡大を防止する観点から、検査
果の概要を公表しなければならないこととされている。 結果の概要を公表しなければならないこととされている。

（４）センターによる立入検査等 （４）センターによる立入検査等
① 法第１２条において、農林水産大臣又は環境大臣は、 ① 法第１２条において、農林水産大臣又は環境大臣は、

立入検査等を行うことができるとされているが、愛玩動 立入検査等を行うことができるとされているが、愛がん
物用飼料の成分等に関する専門的・技術的な事項につい 動物用飼料の成分等に関する専門的・技術的な事項につ
ては、専門的な知見を有する専門機関を活用することに いては、専門的な知見を有する専門機関を活用すること
より、その業務を効率的かつ効果的に行うことが可能と により、その業務を効率的かつ効果的に行うことが可能
なる。 となる。

このため、家畜用飼料の安全性を確保するための検査 このため、家畜用飼料の安全性を確保するための検査
の知見が蓄積されており、愛玩動物用飼料についても類 の知見が蓄積されており、愛がん動物用飼料についても
似のものとして知見を有する独立行政法人農林水産消費 類似のものとして知見を有する独立行政法人農林水産消
安全技術センター（以下「センター」という。）を活用 費安全技術センター（以下「センター」という。）を活
し、立入検査等の業務をより一層効率的かつ効果的に行 用し、立入検査等の業務をより一層効率的かつ効果的に
うこととするため、農林水産大臣は、立入検査等の事務 行うこととするため、農林水産大臣は、立入検査等の事
をセンターに行わせることができることとされている（法 務をセンターに行わせることができることとされている
第１３条）。 （法第１３条）。
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② センターによる立入検査等については、法第１２条第 ② センターによる立入検査等については、法第１２条第
１項の規定による農林水産大臣又は環境大臣による立入 １項の規定による農林水産大臣又は環境大臣による立入
検査等と同様に、愛玩動物用飼料を集取する場合は、時 検査等と同様に、愛がん動物用飼料を集取する場合は、
価によってその対価を支払わなければならないこととさ 時価によってその対価を支払わなければならないことと
れている（法第１３条第１項）。なお、法第１２条第１ されている（法第１３条第１項）。なお、法第１２条第
項及び法第１３条第１項の規定に基づく愛玩動物用飼料 １項及び法第１３条第１項の規定に基づく愛がん動物用
又はその原材料の検査は、センター理事長が定める方法 飼料又はその原材料の検査は、センター理事長が定める
による。 方法による。

また、立入検査等の実施に当たっては、センターの主 また、立入検査等の実施に当たっては、センターの主
務大臣である農林水産大臣が、センターに対し、その期 務大臣である農林水産大臣が、センターに対し、その期
日、場所等を示してこれを実施するべきことを指示する 日、場所等を示してこれを実施するべきことを指示する
とともに（法第１３条第２項）、センターが立入検査等 とともに（法第１３条第２項）、センターが立入検査等
を実施した後は、その結果を書面にして農林水産大臣に を実施した後は、その結果を書面にして農林水産大臣に
報告しなければならないこととされている（法第１３条 報告しなければならないこととされている（法第１３条
第３項及びセンター省令第１条）。 第３項及びセンター省令第１条）。

③ （略） ③ （略）

４ 輸出用飼料の特例 ４ 輸出用飼料の特例
本法は、愛玩動物の健康を保護するため、愛玩動物用飼料 本法は、愛がん動物の健康を保護するため、愛がん動物用

の安全性の確保を図るものであり、その規制の対象は、我が 飼料の安全性の確保を図るものであり、その規制の対象は、
国において製造若しくは販売され、又は我が国に輸入される 我が国において製造若しくは販売され、又は我が国に輸入さ
愛玩動物用飼料である。 れる愛がん動物用飼料である。

一方で、我が国から輸出される愛玩動物用飼料は、輸出さ 一方で、我が国から輸出される愛がん動物用飼料は、輸出
れる国の規制に適合しなければならず、我が国で流通するも される国の規制に適合しなければならず、我が国で流通する
のと同一の規制を課すことは、不適当な場合があることから、 ものと同一の規制を課すことは、不適当な場合があることか
輸出用の愛玩動物用飼料については、政令で法の一部の適用 ら、輸出用の愛がん動物用飼料については、政令で法の一部
を除外し、その他必要な特例を定めることができることとし の適用を除外し、その他必要な特例を定めることができるこ
（法第１５条）、実態に即した措置を行うこととしている。 ととし（法第１５条）、実態に即した措置を行うこととして

いる。
具体的には、令第２条において、法第６条の規定（法第５ 具体的には、令第２条において、法第６条の規定（法第５

条の規定により定められた基準又は規格に合わない愛玩動物 条の規定により定められた基準又は規格に合わない愛がん動
用飼料の製造、輸入又は販売の禁止）は、愛玩動物用飼料の 物用飼料の製造、輸入又は販売の禁止）は、愛がん動物用飼
輸出のための製造、輸入又は販売には適用を除外することと 料の輸出のための製造、輸入又は販売には適用を除外するこ
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されている。 ととされている。
なお、試験研究用の愛玩動物用飼料については、販売目的 なお、試験研究用の愛がん動物用飼料については、販売目

での製造等についての規制である本法においては、特例を設 的での製造等についての規制である本法においては、特例を
けなくとも適用が除外されることとなる。 設けなくとも適用が除外されることとなる。

５ 権限の委任 ５ 権限の委任
報告の徴収及び立入検査等については、農林水産大臣又は 報告の徴収及び立入検査等については、農林水産大臣又は

環境大臣が、有害な愛玩動物用飼料について廃棄又は回収等 環境大臣が、有害な愛がん動物用飼料について廃棄又は回収
の命令等を行うに当たって、当該愛玩動物用飼料の製造等の 等の命令等を行うに当たって、当該愛がん動物用飼料の製造
状況を把握するために必要な措置であり、これらの事務は確 等の状況を把握するために必要な措置であり、これらの事務
実かつ迅速に行われる必要がある。 は確実かつ迅速に行われる必要がある。

このため、農林水産大臣及び環境大臣の権限の一部を、そ このため、農林水産大臣及び環境大臣の権限の一部を、そ
れぞれの判断で、地方農政局長及び地方環境事務所長に委任 れぞれの判断で、地方農政局長及び地方環境事務所長に委任
することができることとされている（法第１６条）。具体的 することができることとされている（法第１６条）。具体的
には、法第１１条第１項の規定による報告の徴収及び法第１ には、法第１１条第１項の規定による報告の徴収及び法第１
２条第１項の規定による立入検査等の権限を地方農政局長及 ２条第１項の規定による立入検査等の権限を地方農政局長及
び地方環境事務所長に委任することとされた（農政局長委任 び地方環境事務所長に委任することとされた（農政局長委任
省令及び環境事務所長委任省令）。 省令及び環境事務所長委任省令）。

第１表 （略） 第１表 （略）

第２表 （略） 第２表 （略）

第３表 （略） 第３表 （略）
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